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精
神
保
健
福
祉
家
族
会
の

お
知
ら
せ

　

隔
月
で
実
施
し
て
い
る
家
族
会

を
、今
年
度
は
「
社
会
福
祉
制
度
」

を
テ
ー
マ
に
開
催
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
今
回
は
日
常
生
活
自

立
支
援
事
業
に
つ
い
て
で
す
。
毎

日
の
生
活
の
中
で
感
じ
て
い
る
不

安
や
心
配
ご
と
に
つ
い
て
、
み
な

さ
ん
で
勉
強
会
が
で
き
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
当
日
は
、
講
話
の
後
に

み
な
さ
ん
と
の
交
流
会
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

●
日
　
時　

9
月
17
日
（
木
）

　

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

●
場
　
所　

き
ら
ら
館
研
修
室

●
内
　
容

⑴　

講　

話

　
「
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
あ

す
て
ら
す
」
に
つ
い
て
の
講
話
で

す
。
講
師
は
下
野
市
社
会
福
祉
協

議
会
あ
す
て
ら
す
し
も
つ
け
の
専

門
員
で
す
。
あ
す
て
ら
す
は
、
判

断
能
力
に
不
安
が
あ
る
方
を
対
象

に
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
援
助
・

日
常
的
金
銭
管
理
サ
ー
ビ
ス
・
書

類
等
預
か
り
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て

い
ま
す
。

⑵　

交
流
会

●
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
福
祉
課
障
が
い
福
祉
グ
ル
ー
プ

　

☎（
52
）1
1
1
2

「
動
く
知
更
相
」を
実
施
し
ま
す

　

遠
隔
地
等
の
た
め
、
と
ち
ぎ
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
へ

行
く
こ
と
が
困
難
な
方
の
た
め
、

と
ち
ぎ
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ

ン
タ
ー
の
職
員
が
来
所
し
、
療
育

手
帳
の
再
判
定
等
を
行
い
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
お
電
話
に
て
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
日
　
時

　

10
月
7
日
（
水
）
午
前
10
時
〜

●
場
　
所　

ゆ
う
ゆ
う
館

●
内
　
容

①
療
育
手
帳
の
再
判
定

②
そ
の
他
生
活
相
談
等

※
新
規
の
療
育
手
帳
の
判
定
は
で

き
ま
せ
ん
。

●
対
象
者

　

18
歳
以
上
の
知
的
障
が
い
者
及

び
そ
の
保
護
者
等

●
申
し
込
み
締
め
切
り

　

9
月
16
日
（
水
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
福
祉
課
障
が
い
福
祉
グ

ル
ー
プ

　

☎（
52
）1
1
1
2

　

全
国
一
斉
「
高
齢
者
・
障
が
い

者
の
人
権
あ
ん
し
ん
相
談
」

電
話
相
談

　

宇
都
宮
地
方
法
務
局
と
栃
木
県

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
高

齢
者
や
障
が
い
者
を
め
ぐ
る
様
々

な
人
権
問
題
に
積
極
的
に
取
り

組
む
こ
と
を
目
的
に
、
9
月
6
日

（
日
）〜
12
日（
土
）の
一
週
間
を

全
国
一
斉
「
高
齢
者
・
障
が
い
者

の
人
権
あ
ん
し
ん
相
談
」
強
化
週

間
と
し
て
、
高
齢
者
・
障
が
い
者

に
対
す
る
暴
行
・
虐
待
等
、
様
々

な
高
齢
者
・
障
が
い
者
の
人
権
問

題
を
め
ぐ
る
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。

　

な
お
、
強
化
週
間
中
は
、
高
齢

者
・
障
が
い
者
の
人
権
問
題
に
適

切
に
対
応
で
き
る
人
権
擁
護
委
員

が
担
当
し
ま
す
。
ま
た
、
相
談
は

秘
密
厳
守
と
な
り
ま
す
の
で
、
ど

う
ぞ
安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
日
　
時　

　

9
月
6
日（
日
）〜
12
日（
土
）

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
7
時

　
（
土
・
日
は
午
前
10
時
〜
午
後

5
時
）

●
実
施
機
関

　

宇
都
宮
地
方
法
務
局

　

栃
木
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

　
☎
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平
成
21
年
度
「
中
学
生
の

一
日
人
権
擁
護
委
員
活
動
」
開
催

　

栃
木
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
に

よ
る
人
権
擁
護
活
動
と
し
て
、
人

権
意
識
の
高
揚
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
「
中
学
生
の
一
日
人
権

擁
護
委
員
活
動
」を
開
催
し
ま
す
。

宇
都
宮
地
方
法
務
局
栃
木
支
局
管

内
の
う
ち
2
市
1
町
（
下
野
市
、

小
山
市
、野
木
町
）
の
中
学
生
が
、

家
庭
、
学
校
、
地
域
社
会
で
見
聞
、

体
験
し
た
こ
と
を
通
し
て
、
人
権

に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
の
意

見
発
表
を
行
い
ま
す
。
参
加
希
望

の
方
は
問
い
合
せ
先
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

●
主
　
催

　

栃
木
人
権
擁
護
委
員
協
議
会　

●
日
　
時　

10
月
5
日（
月
）

　

午
後
1
時
40
分
〜
3
時
40
分

●
場
　
所　

石
橋
中
学
校
体
育
館

●
発
表
者

　

下
野
市
、
小
山
市
、
野
木
町
の

各
中
学
校
よ
り
19
名
を
予
定

●
問
い
合
わ
せ
先　

　

栃
木
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

（
宇
都
宮
地
方
法
務
局
栃
木
支
局

内
）
☎
0
2
8
2（
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）1
0
6
8

生
活
安
全
課　

☎（
40
）5
5
5
5

●
参
加
上
の
注
意
点

・
小
さ
い
お
子
様
連
れ
の
来
場
は

お
断
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
ス
リ
ッ
パ
等
の
履
物
を
各
自
ご

用
意
く
だ
さ
い
。

※
当
日
の
午
後
1
時
30
分
か
ら
3

時
30
分
ま
で「
き
ら
ら
館
」に
て
人

権
に
関
す
る
相
談
（
心
配
ご
と
相

談
）も
併
せ
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

第59回〝社会を明るくする運動〞
　7月2日（木）から6日（月）にかけて、「社
会を明るくする運動」の街頭広報活動が市
内のJR各駅前で行われました。
　この活動は「犯罪・非行の防止と更生の
援助のため、地域住民の理解と参加を求め
る」ことを目標として実施されたものです。
当日は、保護司会・更生保護女性会・民生
委員児童委員協議会の皆さんが、地域啓発
活動の一環としてポケットティッシュ等を配布
し、地域住民の方々に〝社会を明るくする
運動〞 への理解と協力を呼びかけました。


